


経済産業大臣による証明の対象となる研究開発型スタートアップの要件

次に掲げる要件の全てを満たす株式会社

①会社の子会社に属さないもの

➢ 発行済株式の総数の２分の１を超える株式が同一の会社及び当該会社と特殊の関係のある会社の所有に属している会社
以外の会社であること（※）

②未上場の株式会社

➢ 金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第２条第１６項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は
同法第６７条の１１第１項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会
社であること

③VC等の出資先であること

➢ その発行する株式が投資事業有限責任組合（投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成１０年法律第９０号）
第２条第２項に規定する投資事業有限責任組合をいい、新たな事業を創出し、及び当該事業の成長発展を図る事業者に
対する資金供給を行うもの（事業の再生又は事業の承継を実施する事業者に対する資金供給を行うものを除く。）に限
る。）の組合財産である会社

➢ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成２０年法律第６３号）第３４条の６第１項の規定により出
資を受ける同項第１号に掲げる者

④設立15年未満（設立10年以上の場合は営業損失を生じている者に限る。）であること

➢ 設立の日以後の期間が１０年未満の会社

➢ 設立の日以後の期間が１０年以上１５年未満の会社であって、営業損失を生じているもの

⑤売上高研究開発費比率１０%以上

➢ 直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が１００分の１０以上であるもの

※注：上記要件を全て満たし、経済産業大臣による証明を受けた場合であっても、租税特別措置法施行令（昭和三十二年政令
第四十三号）第27条の４第27項第３号イ～ハに該当する場合、特別試験研究費税額控除制度における税額控除を受ける
ことはできません。

（経済産業省関係産業競争力強化法施行規則（（平成二十六年経済産業省令第一号））第２条第３号）


